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１ 議案要旨＜一般議案＞ 
 

【議案第１６４号】 

 「指定管理者の指定について（北九州市立曽根臨海運動場）」 

 〈令和２年１２月北九州市議会定例会議案：６０ページ参照〉 

 

１ 議案提出理由 

北九州市立曽根臨海運動場について、指定管理者の指定にあたり、地方

自治法第２４４条の２第６項の規定により、議会の議決を経るもの。 

 

２ 指定管理者に管理を行わせる施設 

北九州市立曽根臨海運動場 

 

３ 指定管理者に指定するもの 

株式会社スピナ 

 

４ 指定する期間 

北九州市立曽根臨海運動場の供用開始の日から令和７年３月３１日まで 

 

 

 

 参考 地方自治法（抜粋） 

第２４４条の２（公の施設の設置、管理及び廃止） 

６ 普通地方公共団体は、指定管理者の指定をしようとするときは、あら 

かじめ、当該普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。 
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≪参考≫北九州市立曽根臨海運動場について 

 
 
１ 施設概要 

名  称：北九州市立曽根臨海運動場 

所 在 地：北九州市小倉南区大字曽根 

 

２ 指定管理施設 

（１）運動場 33,000 ㎡ 

（多目的グラウンド：ソフトボール４面、サッカー２面、ラグビー２面） 

（２）管理等  

（事務室、トイレ、シャワー室、休憩所等） 

 

３ 運動場使用料 

一般 １面１回（１時間以内） 1,200円 

高校生以下 １面１回（１時間以内） 900円 

 

４ スケジュール 

令和３年４月に、多目的グラウンド、管理棟、駐車場部分を暫定供用開始。 

その後、遊具広場、芝生広場、植栽等を整備する予定。 

 

 

多目的 
グラウンド 

管理棟 

指定管理範囲（運動場、管理棟） 

公園暫定供用開始範囲 
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２ 令和２年度 １２月補正予算について 
 

【議案第１８２号】 

「令和２年度北九州市一般会計補正予算について（所管分）」 

〈令和２年度北九州市補正予算に関する説明書：８ページ、３６ページ参照〉 

 

補正予算について、下記のとおり提案するもの。 
（単位：千円） 

款項目 
内容 

R2 事業費 
（財源内訳） 

債務負担行為 
限度額 

（財源内訳） 

補正予算 
説明書 
ページ  事業名 

２款４項１目 市民総務費 

 

市民センター 
空調改修事業 

老朽化した市民センタ

ーの空調設備の改修に

要する経費について、

債務負担行為を設定す

るもの。 

     0 

（一般財源 

0） 

     130,000 

（地方債 

130,000） 

Ｐ３６ 

旧庄司小学校の

安全対策事業 

旧庄司小学校の建物等

の解体に要する経費の

うち、家屋調査を行う

経費を計上するもの。

また、解体工事に要す

る経費について、債務

負担行為を設定するも

の。 

9,000 

（一般財源  

9,000） 

165,000 

（地方債 

140,000） 

（一般財源 
25,000） 

Ｐ８ 
Ｐ３６ 
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